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平成31年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

平成31年３月５日（火） 

      

（午後２時45分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

○議長（岡 弘悟君）順番10、８番 阪本君。 

〔８番（阪本久代君）登壇〕 

○８番（阪本久代君）皆さん、どうもこんに

ちは。長らくお待たせをいたしました。 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回は１項目、水道事業についてです。 

 ３回連続水道事業について一般質問をして

います。それは、お水は命のもとであり、暮

らしになくてはならないもので、水道料金が

高いと暮らしを圧迫するからです。今でも橋

本市の水道料金は近隣の自治体と比べて高い

のに、さらに高くなると暮らしにくいまちに

なってしまいます。若者世帯からも魅力のな

いまちに見えるのではないでしょうか。また、

旧高野口町の住民にすれば、３度目の値上げ

になる人もいます。 

 旧高野口町では、独居老人は基本料金が半

額でしたが、合併と同時にその制度がなくな

りました。そして、平成21年度に約２割増の

値上げで、旧橋本市の料金に統一されました。

「また上がるのか」という声が返ってきます。 

 何とか値上げをとめられないかと思い、い

ろいろなことをしてきました。専門家に来て

いただいて学習会もしました。老朽施設の更

新、耐震化は全国的な課題です。今後、工事

量が急激に増えると予測されますが、資材、

施工業者は足りるのでしょうか。そもそも、

前倒しで更新する必要があるのでしょうか。

予防的措置である計画的な更新ではなく、対

処療法的な事故多発管のみ入れかえる方法で

費用を抑えることができるのはないでしょう

か。 

 市は水道事業において、施設再構築計画に

基づいて老朽化した施設を更新するために、

20年間に195億円必要、水道料金の値上げをし

ないといけないと説明しています。 

 水道事業審議会の答申書についている資料

９には、20年間の投資計画の事業費が書いて

あります。資料９というのはこれで、ここの

ところに20年間の投資計画が書いてあります。 

 管路幾ら、建築幾らとか設備幾らとか、全

部細かく分けて書いてあるんです。ここまで

書いてあるということは裏づけの工事がある

と思って資料を請求しましたが、出てきたの

は主要設備更新というこの１枚とこの１枚で

す。 

 市内の基幹管路、同送水管、排水本管、約

200㎞のうち、今後20年間で約50㎞を更新する

予定。この二つでした。しかも、こちらのこ

の細かい字をずっと読んでみましたら、2027

年までの10年分しか書いてありませんでした。

この資料だけで20年間、195億円必要というの

かと、まず思いました。 

 それで、以下の質問をいたします。 

 １、統廃合・ダウンサイジング・延命化を

考慮した更新需要額では今後20年で、それは

これです。今後20年で約110億円、その後30

年で約375億円、アンバランスなので85億円前

倒しをして195億円の事業をするとし、水道事

業審議会答申書の先ほど見せた資料９に、平

準化を図った投資計画が出ています。年ごと

の積算根拠をお示しください。 

 ２番、水道事業審議会の答申にあるように、

平成29年度の給水収益に対して約20％収益を

増やせば、195億円の財源が確保できるとお考

えですか。 
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 ３番、市民の納得を得るためにどのような

取り組みを考えておられますか。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君の質問、

水道事業に対する答弁を求めます。 

 上下水道部長。 

〔上下水道部長（山口孝次君）登壇〕 

○上下水道部長（山口孝次君）水道事業につ

いてご質問にお答えします。 

 まず、一点目の年度ごと工事費の積算根拠

ですが、2018年度は土木工事で幡天神配水池

更新工事が2,500万円、設備工事で浄水場薬品

注入設備一部更新工事が２億8,000万円、管路

工事で紀の川右岸送水管布設工事、及び古佐

田系排水管緊急改善工事が４億7,200万円で

合計７億7,700万円です。 

 2019年度は土木工事で浄水場管理棟及び取

水施設耐震補強設計が3,400万円、設備工事で

水質計器・分析器更新と浄水場１系設備及び

取水設備更新設計で１億8,000万円、管路工事

で紀の川右岸送水管布設工事が４億6,800万

円で合計６億8,200万円です。 

 2020年度は土木工事で浄水場管理棟及び取

水施設耐震補強設計が9,200万円、設備工事で

浄水場１系設備及び取水設備更新工事が13億

5,000万円、管路工事で浄水場から細川中継ポ

ンプ所送水管更新工事が４億8,300万円で合

計19億2,500万円です。 

 2021年度は土木工事で吉原配水池更新工事

が8,000万円、設備工事で浄水場１系設備及び

取水設備更新工事が13億9,060万円、管路工事

で浄水場から細川中継ポンプ所送水管更新工

事が４億9,300万円で、合計19億6,360万円で

す。 

 2022年度は建築土木工事でカビ臭対策工事

が2,800万円、設備工事でカビ臭対策工事と浄

水場自家発電設備更新工事が６億2,330万円、

管路工事で浄水場から細川中継ポンプ所送水

管更新工事と浄水場場内配管工事が７億

2,200万円で合計13億7,330万円です。 

 2023年度は土木工事で浄水場排水排泥設備

更新工事が1,000万円、設備工事で浄水場排水

排泥設備更新工事と浄水場細川系送水ポンプ

更新工事が４億6,720万円、管路工事で浄水場

から細川中継ポンプ所送水管更新工事が４億

6,200万円で合計９億3,920万円です。 

 2024年度は土木工事で城山台低区配水池耐

震補強工事が３億1,000万円、設備工事で小峰

台配水池及び運動公園中継ポンプ所設備更新

工事が４億2,800万円、管路工事で浄水場から

細川中継ポンプ所送水管更新工事が４億

6,200万円で合計12億円です。 

 2025年度は土木工事で紀見ヶ丘配水池及び

紀見ヶ丘高区配水池補強設計が1,000万円、設

備工事で田原第１・第２の配水池並びにポン

プ所及び紀見ヶ丘配水池設備更新工事が３億

9,510万円、管路工事で浄水場から細川中継ポ

ンプ所送水管更新工事と紀の川右岸送水管か

ら古佐田配水池更新工事が４億6,200万円で

合計８億6,710万円です。 

 2026年度は土木工事で紀見ヶ丘配水池耐震

補強工事が5,000万円、設備工事で浄水場換気

設備更新工事と運動公園配水池設備更新工事

が４億400万円、管路工事で紀の川右岸送水管

から西部配水池更新工事と細川中継ポンプ所

から城山台配水池送水管更新工事が４億

6,200万円で合計９億1,600万円です。 

 2027年度は土木工事で西部高区配水池補強

設計が1,000万円、設備工事で西部中継ポンプ

所設備更新工事と高区浄水池蓄電池更新工事

が４億5,310万円、管路工事で細川中継ポンプ

所から城山台配水池送水管更新工事が４億

6,200万円で合計９億2,510万円です。 

 2028年度は土木工事で西部高区配水池耐震

補強工事が4,000万円、建築工事で西部高区配

水池耐震補強工事が500万円、設備工事であや
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の台配水池設備更新工事と浄水場次亜塩注入

設備更新工事が３億8,240万円で、管路工事で

細川中継ポンプ所から三石台配水池送水管更

新工事が４億6,200万円で合計８億8,940万円

です。 

 2029年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,000万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て5,500万円、設備工事で西部配水池設備更新

工事と高区浄水池ポンプ設備更新工事が４億

2,730万円、管路工事で細川中継ポンプ所から

三石台配水池送水管更新工事が４億6,200万

円で合計９億6,430万円です。 

 2030年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,000万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用と柿

の木坂中継ポンプ所耐震補強工事が4,000万

円、設備工事で高区浄水池電気設備更新工事

と浄水場２系ろ過池設備更新工事が５億

2,330万円、管路工事で優先度の高い基幹管路

から順次更新費用として４億6,200万円で合

計10億4,530万円です。 

 2031年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,500万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て1,000万円、設備工事で浄水場２系沈殿池設

備更新が３億8,105万円、管路工事で優先度の

高い基幹管路から順次更新費用として４億

6,200万円で合計８億7,805万円です。 

 2032年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用と城

山台高区配水池耐震補強工事が3,500万円、建

築工事で法定耐用年数を迎えたものから延命

化のために順次補修費用として1,500万円、設

備工事で浄水場２系沈殿池設備更新が４億

3,500万円、管路工事で優先度の高い基幹管路

から順次更新費用として４億6,200万円で合

計９億4,700万円です。 

 2033年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,500万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て1,500万円、設備工事で西部高区配水池設備

更新が２億7,505万円、管路工事で優先度の高

い基幹管路から順次更新費用として４億

6,200万円で合計７億7,705万円です。 

 2034年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用と運

動公園配水池耐震補強工事で5,000万円、建築

工事で法定耐用年数を迎えたものから延命化

のために順次補修費用として1,500万円、設備

工事で水質計器・分析器更新が１億500万円、

管路工事で優先度の高い基幹管路から順次更

新費用として４億6,200万円で合計６億3,200

万円です。 

 2035年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,500万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て1,000万円、設備工事で劣化故障対策費用が

１億500万円、管路工事で優先度の高い基幹管

路から順次更新費用として４億6,200万円で

合計６億200万円です。 

 2036年度は土木工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用と、

田原第１配水池耐震補強工事が5,500万円、建

築工事で法定耐用年数を迎えたものから延命

化のために順次補修費用として1,000万円、設

備工事で劣化故障対策費用が１億500万円、管

路工事で優先度の高い基幹管路から順次更新

費用として４億6,200万円で合計６億3,200万

円です。 

 2037年度は土木工事で法定耐用年数を迎え
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たものから延命化のために順次補修費用とし

て2,500万円、建築工事で法定耐用年数を迎え

たものから延命化のために順次補修費用とし

て1,000万円、設備工事で劣化故障対策費用が

１億500万円、管路工事で優先度の高い基幹管

路から順次更新費用として４億6,200万円で

合計６億200万円です。 

 なお、管路工事には基幹管路以外の排水支

管について事後保全として毎年5,000万円を

含んでいます。 

 ただ今、申し上げました更新工事費は、2018

年から2037年までの20年間で約195億円とな

ります。以上は現時点における工事計画であ

り、今後の状況により優先順位など変わるこ

とがあります。 

 次に、二点目の平成29年度の給水収益に対

して、約20％収益を増やせば195億円の財源を

確保できるのかについてお答えします。 

 審議会の答申においては、短期及び中長期

の視点において、水道施設や水道管路の更新

や地震対策を含んだ財政計画に基づき、20％

程度の改定が妥当と判断しますとあります。 

 今後も給水人口の減少が続き、水需要の減

少に伴い、給水収益も減少することが予測さ

れます。そうした中、平成29年度の給水収益

の20％と同じ額を毎年確保していくのではな

く、現時点において財政計画を立てた中では、

減少が見込まれている毎年の給水収益を20％

増やした収益とすることで、通常の水道事業

運営を行いながら、企業債の借り入れも行う

ことで、老朽化対策や耐震化など施設設備や

管路の更新を行っていくための財源として

195億円を確保することが可能と考えていま

す。 

 最後に、三点目の市民の納得を得るための

取り組みについてお答えします。 

 水道事業の料金の改定については、今年度

に審議会を立ち上げ、その中で審議をいただ

き、答申をいただきました。委員には、有識

者並びに、区長会など各団体の代表とともに、

市民の意見を取り入れるため公募市民の方に

も入っていただきました。 

 市民の代表である議会に対しては、平成29

年度に経済建設委員会において本市水道事業

の現状と課題について、並びに、水道事業の

今後の方向性についての報告を行い、水道事

業について理解いただけるよう努めてまいり

ました。 

 また、市民の方々に対して、経営状況や施

設状況について、本市水道事業の現状と抱え

ている課題や安全に安定した水を供給し続け

るために、将来にわたって実施していかなけ

ればならないことなどについて知っていただ

くため、「広報はしもと」平成30年11月号と12

月号に掲載し、そして平成31年２月号には審

議会からの答申の内容について詳しく掲載し

ました。 

 また、はしもとカフェミーティングにおい

ては、毎年、テーマとして水道料金を取り上

げ、橋本市浄水場の施設見学なども交えて、

将来の上水道について市民の方々と意見交換

を行いました。 

 そして、誰もが目にしやすいよう、水道メ

ーターの検針の際に、水道事業の現状につい

て記載したチラシを昨年11月に各戸配布し、

経営状況や施設状況についてお知らせしまし

た。 

 水道事業においては事業者と使用者が強く

結びついており、事業者が負っているリスク

は、同様に使用者も負っているという意識を

両者が共有し、市民が橋本市の水道の経営を

支えている主体である意識を高め、水道事業

について理解をいただくよう今後も努めてま

いります。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君、再質問

ありますか。 
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 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）ありがとうございます。

長い答弁、最初に資料をもらっていたら聞く

ことはなかったと思うんですけれども、あり

がとうございます。 

 今、ずっと聞いていましても、2029年ぐら

い、10年ちょっと過ぎぐらいから、法定耐用

年数を迎えたものから延命化のために順次補

修とか、優先度の高い基幹管路から順次更新

とかっていう言葉がたくさん出てきました。

結局、枠だけつくっているように見えます。

答弁にもありましたけれども、195億円という

のも現在での試算でありますし、いろんなと

ころに聞いたところでは、やっぱり計画とい

うのは10年間ぐらいがだいたい立てれるけど、

それ以後についてはなかなかきちっとしたも

のは立てられないというふうな話も聞きまし

た。 

 そもそも、この195億円にとらわれ過ぎでは

ないかなというふうに思うんですけれども、

また、今までの水道事業ではいろいろ更新の

計画を立てるときに、そのときの財源といい

ますか、いくらお金を持っているのんかとい

うことを考えながら更新計画を立てるという

方法をとられてきたんではないかというふう

に思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）先ほど申し上

げました195億円の内容を工事費別で分けま

すと、土木工事で10億円、建築工事で２億円、

設備工事で88億円、管工事で95億円となりま

す。この中には、耐震化のための費用と排水

支管の事後保全費用が含まれています。耐震

化を推進する必要があることから、基幹管路

について更新基準年数での試算よりも前倒し

したものとしています。 

 こうして平準化を図った結果、更新費用が

当初20年間で195億円の年約10億円、その後の

30年間も均衡して年収10億円となり、現実的

な更新計画としています。前倒しをしなかっ

たら必要な料金改定は下がり、値上げをしな

くてもよいかもしれません。しかし、そのか

わりに、事故など安定供給を阻む……。 

○議長（岡 弘悟君）全然違うね。ちょっと

答弁がずれていますね。195億円に対する理由

はそれであらかたわかるんですけど、基本的

には阪本議員の質問は、財源ベースで考えて

きていたのに195億円ありきで話を進めるの

が何かというものが趣旨になるので、その点

についてお答え願えますか。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）195億円につい

て、この……。 

○議長（岡 弘悟君）財源ベースで考えてい

くべきじゃないんかという話じゃないですか。

阪本議員、もう一度、指摘してもらえますか。 

○８番（阪本久代君）今はその195億円という

話が出ているけれども、今までは更新計画を

立てるときに、財源に合わせた更新計画を立

ててたんではないんですかと聞いたんです。 

○議長（岡 弘悟君）暫時休憩いたしますね。

時間もったいないんで。 

（午後３時13分 休憩） 

                     

（午後３時14分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）再開いたします。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）大変失礼いた

しました。更新計画の策定にあたっては、投

資計画と財政計画のバランス、均衡をいかに

図るかが重要となります。投資計画において

は、更新費用を抑えるための統廃合・ダウン

サイジング、並びに延命化を行い耐震化に取

り組み、基本管路については平準化を図り、

排水管は事後保全といたしました。その結果、

更新需要額は今後20年間で195億円と見込ま
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れたということでございます。 

○議長（岡 弘悟君）ちょっと言い方を変え

てもうたらわかりやすいですかね。 

○８番（阪本久代君）今のことを聞いたんじ

ゃなくて、過去は財源に合わせて更新計画を

立ててきたんではないんですかって聞いたん

です。 

○議長（岡 弘悟君）暫時休憩いたします。 

（午後３時15分 休憩） 

                     

（午後３時16分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）再開いたします。 

 水道経営室長。 

○水道経営室長（石井秀樹君）今まで財源ベ

ースで更新計画を考えたということですけど

も、第５次拡張事業計画においても、財源が

いくらだから更新事業費をどれだけにすると

いうことではありませんでした。これだけの

更新費用が必要なので、第５次拡張事業にお

いても値上げという計画は当初から盛り込ま

れてはおりました。その時期に来たときに、

今回アセットマネジメントというそういう手

法で更新工事が明確になって、更新財源が明

確になって料金改定が明確になったんで、今

般、料金改定という話になりました。財源が

あって更新費用を考えたということではあり

ませんでした。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）わかりました。ただ、

第５次拡張計画は平成37年ぐらいまでの計画

で、まだ途中だったと思うんです、今ね。確

かに前の水道ビジョンのときに、高野口町の

値上げは入っていたけれども、あのときに内

部では値上げを考えておられたかもしれない

けれども、ビジョンの中ではっきりと水道料

金の値上げということはなかったと思うんで

すね、私の記憶では。いろんなところの例を

聞いてきたら、本当は更新しないといけない

とわかってても、今現在お金がないので長く

使うように延ばし延ばししてきているってい

うところであるとか、今度のアセットメント

マネジメントにしても、国からの指導ですか

らいろいろなところで施設再構築計画をつく

られているけれども、このとおりにすればも

のすごい費用が要るので、とてもそのとおり

にはできない。ものすごい費用が要るという

ことは、結局、水道料金の値上げとかにつな

がって住民に負担を強いることになるってい

うことで、とてもできないというふうに今の

時点では考えておられる自治体もあるという

ふうに聞きました。 

 そういう中で、橋本市は忠実にといいます

か、国の指導のもとに計画を立てて、195億円

必要になるので、この答申の中にも資料10で、

料金改定をしない場合、2021年度に赤字に転

じ、それ以降は常に赤字になると予想されま

すということで、この事業を前提にしていっ

たら、料金を改定しなければ赤字になるとい

うふうに書いておられます。 

 だから、この事業そのものの見直しをすれ

ば、結局は大幅な値上げにはつながらないの

ではないかなというふうに思うんですけれど

も、その辺ではいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）前倒しをしな

かったら、必要な料金改定は下がり値上げを

しなくてもよいかもしれませんけども、ただ、

そのかわりに事故など安定給水を阻むリスク

が増大します。また、21年度以降も水道事業

は続くわけですから、次の世代、子どもや孫

の将来世代に負担を回すことにもなり、その

ときの更新費用は膨大なものになります。 

 そのときの市民負担もとんでもないものに

なると予測されます。そのため、前もって少

しずつでも分けて工事をしていき、老朽化対

策と耐震化を図ることで安定給水を阻むリス
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クを低減させていく計画としています。そし

て、今、そのための財源の確保をいかにして

いくかが課題となっているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）要するに前倒し、でも、

今、すごくいいことをおっしゃっていただい

て、前倒しをしなければ上げなくてもいいか

もしれないというふうにおっしゃったんです

けど、耐震化の工事もありますけど、この投

資計画の最初のここですよね。聞いたら、平

成30年度にぐーんと上がっているのは、今ま

でこの工事をしたかったけれどもしなかった

分が残っているので、ここだけすごく上がっ

ているんだというふうに説明を伺ったんです。 

 でも、それ以後はこの20年間、工事は少な

いんですよね。ただ、これに多分、耐震工事

も加わってくるので、これだけでは済まない

んだとは思うんですけれども、例えば、今あ

る現金預金であるとか、これからの20年分の

お金とかを使えば、この後の前倒しをしなか

ったらやっていけるということでいいんです

よね。 

○議長（岡 弘悟君）暫時休憩いたします。 

（午後３時22分 休憩） 

                     

（午後３時23分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）再開いたします。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）先ほどと同じ

答弁になるんですけども、料金を今、上げて

更新に対しての資金を確保できなければ、今

後、事故など安定供給を阻むリスクが増大す

るということで、先送りすればするほど、将

来に負担が大きくなるということでございま

すので、今の間に資金を確保していきたいと

いうところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）ちょっと２番ともかか

わってくるんで、２番のほうで再質問したい

と思います。 

 先ほどの答弁でしたら、20％の値上げをす

れば、195億円は確保できるというふうな答弁

だったんです。ただ、今までのこの給水収益

の減少分とのその先の予測ということで出さ

れていると思うんですけれども、壇上でも言

いましたけど、橋本市の水道料金って今でも

高いんです。この今でも高い水道料金がさら

に上がったら、人口が減るという人口予測だ

けではなくて、さらに節水が進む。また、若

い人が入ってこなくなって人口減少がさらに

進んでしまうというふうなことが考えられる

んじゃないかなというふうに思うんです。結

局、予定した分の収益が入らなくて、最終的

にはまた値上げにつながるんではないかなと

いうふうに心配するんですけれども、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）今後の人口の

推移、節水の進展などにより、水需要の動向

については減少していくことは計画に織り込

んでおるわけでございますけども、しかしな

がら、将来のことであり、不確定であること

は確かでございます。その際には、その減収

の程度や時期のほか、水需要の動向やそのと

きの水道事業の財政状態などを総合的に判断

して決めていくことになるかと思います。水

道としても、料金体系のあり方については、

継続的に検証をしていく必要があるというふ

うに考えてございます。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）そうしましたら、それ

と先ほどの195億円なんですけど、これも今時

点の計算というか予測なので、この195億円が

実際に工事するときになったら、どれだけ増
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えるということが予測できないということは

あると思うんです。さっきも言いましたけど、

今、老朽化、耐震化というのは全国的な問題

ですから、全国どこでもこれに取り組んでい

く。そのときに資材がないとか、資材の高騰

とかっていうことが起こらないとも限りませ

んので、さらにこの195億円が増える可能性と

いうのも捨て切れないというふうに思うんで

す。その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）現在、策定し

ている投資計画並びに財政計画は、現在の工

事価格によるものです。今後、20年間での更

新需要額195億円については、今現在の価格で

更新する場合での積算となっております。そ

のため、将来の経済環境により費用が変動す

ることはあり得ます。工事費の増減があった

場合には、そのときの水需要の動向や水道事

業の財政状態など状況を判断し、計画を検証

し対応することが必要になると考えておりま

す。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）結局はこの１回だけで

は済まないということになってくると思うん

です。今回の前倒しもして、工事をしていか

ないといけないというこの計画をこのまま進

めたら、何年後になるかはわからないですけ

れども、どんどん値上げが、収益がない、値

上げをするという悪循環に陥ってしまうんで

はないかなというふうに思うんです。それも

あって、最初の値上げは絶対に阻止したいと

いうふうに思っております。 

 それで、そもそも国のほうの責任もあると

思うんです。全国的に人口減少と高齢化の中

で、やっぱり更新の費用を水道料金のみに求

めること自体に無理があるんではないかなと。

国のほうは広域化と民営化ということで進め

ているんですけれども、実際には民営化につ

いては、世界的に見てもさらに安全安心の水

が確保できないし料金は上がるしで、公営に

戻ってきているという流れが世界の流れです

し、やっぱり安心安全の水を確保するという

ことでいったら、国も更新の費用を出しなが

ら全国的にやっていく、国に対しても意見を

言っていくということが必要になってくるん

じゃないかなと思うんですけど、その辺はど

うお考えでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）阪本議員の質問にお答

えします。 

 もちろん国にも言っていきますよ。私らに

とっても非常に重要な問題なんです。値上げ

せずに水上げてもうとめてくれてええよとい

うんだったら、別に更新なんかしなくていい

んです。私たちにとっても、広域化とか民営

化というのは、うちの、例えば、１市３町で

やるとしても、費用対効果を考えたときに投

資金額がかかり過ぎて、やっぱりそこに対す

るメリットがないわけです。ですから、当市

の場合はそこを考えていくのは大変難しいか

なというふうに認識をしています。 

 先ほどから195億の話も出ておりますけど

も、いずれ更新をしていくためには、やはり

これから20年計画でどれだけのお金も残すと

いうことも考えていかんと、さらに20年後、

今、報告受けているのが340億円の金で何ぼ残

るんやっていうような、やっぱり現金的なも

のも残していくことも考えていかないと、財

源なくして事業ってできないわけですよ。そ

ういう中で私たちとしても苦渋の選択という

中で、できるだけ将来の子どもや孫のために

負担を残したくない。その中で、最善の方法

は何やということをいろいろ議論させていた

だきました。 

 確かに、私らも水道料金は上げたくないと



－119－ 

いうのが本音です。でも、この施設を更新し

ていかないと、水道を供給できなくなった場

合、そしてこれからの大地震や過去２年間の

台風でも、もう少しで水道がとまるという場

所が赤塚でもありましたし、赤塚がとまると

学文路に供給できないであるとか、高野口の

そこのところも埋まったとか、今、取水地が

増水するたびにたまるんで、埋まってしまう

んで、そこにもう少し水をとりやすいという

ことになると１億円以上のお金がかかると。

そういうふうな、これからいろんな問題を解

決していく中で整備計画を立てて、財源も確

保して、そして市民の皆さんにも協力をして

いただくということが重要になってきます。 

 もう一つ、じゃあ、一般会計から繰り入れ

たらええという議論も出てくると思うんです

けど、こんな右肩下がりの超高齢化社会の中

で、歳入は減るは歳出は増えてくる、じゃあ、

橋本市として扶助費、社会保障や福祉を守る

ための財源を第一義に考えてここを守ってい

かなあかん。そして、第四の経費と言われる

公共施設のインフラの財源をどう確保してい

くか。これは安心安全のための生活をしてい

くための財源確保というのを当然考えていく

ということの中で、水道料金は上がりますが、

こっちの社会保障とか福祉の部分は守ってい

けるような体制にこれからやっていく必要が

あるなというふうに思っています。 

 当然、これから更新計画の中で、またイレ

ギュラーなことも起こったり、費用が上がっ

たりする可能性もあります。そういう中で、

市民の皆さんにも水道という部分は協力をし

ていただきたいという思いの中でこういうこ

とをやっていますので、ただ、私たちにとっ

ても何回も値上げするということではなかな

か難しいというふうに思いますので、今ダウ

ンサイジングと言って、今まで14万5,000人と

いう大きな施設を橋本市はつくった。それを

今ダウンサイジングして、もっとコンパクト

な、もっと今の人口に合わせた管路を送った

りポンプ場を小さくしたり廃止をしたりしな

がら、将来に向けての負担を減らす取り組み

も始めています。 

 そういう中で、やはりもっと計画の中でも、

ここは小ちゃくできるんちゃうかとか、そう

いう議論もしていく上で、水道というのを維

持していきたいというふうに思っていますの

で、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）水道の事業のことだけ

を考えたらそうかもしれませんけれども、一

人ひとりの市民の暮らしということで考えた

ときに、高齢化がやっぱり進んでいるし、お

一人暮らし、二人暮らしのところも増えてい

ます。そういうところでは、基本水量の10も

使っていないというところが、結構やっぱり

水道の話をしてたらあります。 

 今、高齢者の暮らしというのは、年金は上

がりません。むしろ下がっている。で、介護

保険料とか医療保険料とかは上がるばっかり

で、結局、年金から天引きされますので、生

活に使えるお金が減っているというのが現実

です。こういう中で水道料金、今でも高いの

に、審議会の中では基本水量、基本料金が

2,400円というのが出てましたけれども、ここ

まで上がったら、本当に年金が５万円とか６

万円とかという生活の人の、それこそご飯を

１食抜かなあかんとかということが起きかね

ないぐらいの生活を圧迫することになるん違

うかなというふうに思うんです。 

 そういうことも考えたら、なかなかすんな

り理解するわけにはいかないなと思うんです

けれども、それと、審議会はずっとされてい

ろいろ議論もされてきているんですが、この

経済建設に出された資料でも、20％の値上げ

は必要ということで資料が出ていましたので、
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どちらかといえば、そういう当局からの出さ

れた資料に基づいて、いろんな方面からの議

論ではなくてそっちの方向に進んだん違うか

なって。でも、１回目から傍聴に行ってない

ので言い切れませんけれども、というのがあ

るのと、それと、先ほども全国的な問題であ

り、計画的に更新をするのがいいのか、事故

が多い多発管というか、悪くなったところか

ら入れかえるというそういう方法でやるのが

いいのかということも含めて、市民に対して

きっちり情報を提供して、今後のまちづくり

も考えたときにどうしたらいいんかというこ

とを、本当だったら問うべきだったんではな

いかなというふうに思うんですけど、その辺

はいかがですか。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）阪本議員の質問にお答

えをします。 

 市民に問いますと、必ず反対になります、

残念ながら。でも、私たちは将来を考えてい

かなあかんという責任も、うまく財源分配を

しながら、市民の人にできるだけ迷惑かけな

いようにしていくということも大事でありま

す。５％から８％に水道料金を、これは上げ

たんじゃなくて値下げしているんですけども、

それによってやはり収益的にも下がって、

３％の消費税をその使用料から税金の中から

払っているというのが現実で、結局、その問

題を先送りすることによってさらに厳しい状

況になってきた。資金計画も狂ってきた。１

年でだいたい３億円ぐらい減ったと思います

けども、そういう状況の中で私たちにとって

もやっぱり大事なことは、水道をいかに守っ

ていくか、命の水をいかに守っていくかとい

うことで、周りの市町村は上がっていません。

でも、うちも大滝ダムの費用も要りますし、

いろんな条件がありますので、その中で私た

ちは水道を守るためにこういう値上げという

決断をしたということをご理解いただきたい

と思います。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）ただ、やっぱり市民に

対して情報はきっちり出してもらいたいなと

いうふうに思うんです。水道の話をしたとき

に、赤字やから値上げしょうがないやないか

という声も出てきます。 

 前の12月の議会のときには、給水原価のこ

とを質問しましたけれども、やっぱり11月の

ビラというのはすごいインパクトがあったみ

たいで、これを見てすごく赤字であるという

ふうに思われている方も多いみたいです。だ

けども、「市民にきっちり情報を出してくだ

さい」という質問をしたら、「検討します」

ということだったんですが、議会だよりでそ

のときにこういうふうに変えてほしいという

ふうに言われて変えたのが、「給水原価の意

味について市民にわかりやすく説明する方法

を検討します」というふうに答弁があったと

いうふうに変えたんですけれども、でも、実

際そのことについての市民に対して、給水原

価と料金単価のここの数字がこれだけじゃな

いということも含めての説明というのは、こ

の間３カ月の間にはされていないと思うんで

す。 

 市民に言ったら反対、それは生活がかかっ

ているから反対はするけれどもと思うんです。

私自身も反対します。だけども、やっぱり情

報はしっかりと正しい情報を市民に提供して

もらいたいと思うんです。その点ではいかが

でしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）水道経営室長。 

○水道経営室長（石井秀樹君）これまでも情

報提供は何回かさせていただきましたが、正

しくない情報というのは行ってきておりませ

ん。わかりにくかった面はあるかもわかりま
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せんが、今後、水道事業の現状についてわか

りやすくお伝えすることは、機会を捉えてや

ることは考えております。 

 そして、赤字で値上げしないといけないと

思われているということであれば、ちょっと

こちらの周知不足かなというところで、赤字

だから値上げするというわけではなくて、今

後の更新代金を考えた場合にお金を確保する

必要があるので、料金の見直しをしていると

いうことを皆さんにご理解いただきたいとい

うことで、今後も周知に努めていきたいと思

っております。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）あと、今度は下水も一

緒に値上げですし、10月には消費税も10％に

上がるんですけれども、３月の議会では答申

が出たところで終わっているんですが、今後

の料金に対する周知であるとかということも

含めて、予定はどうなっているのか教えてい

ただけないでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）水道経営室長。 

○水道経営室長（石井秀樹君）検針時の各戸

ビラなどで、経営状況、施設状況、そういっ

たものを周知していくことを考えております。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）そうじゃなくて、いつ

ぐらいにどのぐらい上げるとかっていう話が

出てくるんですかということを聞いたつもり

だったんですけど。 

○議長（岡 弘悟君）時期の話ですね。値上

げの時期についてですね。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）値上げの時期

でございますけども、現在、水道といたしま

しては10月を目標として今、考えてございま

す。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）何を言っても値上げは

するとは思うんですけどね。だけども、答申

にもありましたように、やっぱり所得の低い

人、あまり水量の使っていない人に対する配

慮というのは絶対にしてもらいたいというふ

うに思います。基本料金を上げれば、確かに

収益は増えるんですけど、収益は増えるけど、

使っていない分まで払っている人にとったら、

本当に納得のできない話になりますので、そ

の辺は十分に検討していただきたいというこ

とを言って、終わります。 

○議長（岡 弘悟君）８番 阪本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後４時まで休憩いたします。 

（午後３時45分 休憩） 

     

                                          

 


